
※今回事例
（４事例目）

移動禁止、催物
の禁止、と畜の
禁止、ふ化させ
ることを禁止す
る卵の生産区域

～3km

岩手県告示第32の２，４，６及び８号において指定する区域

※今回事例
（４事例目）

搬出制限区域
(移出禁止)

3～10km

※１事例目 ※３事例目


